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令和６年度第１回川崎市行財政改革推進委員会 議事録 

 

日 時  令和６年７月４日（木）  午前１０時００分 ～ 午前１１時５６分 

 

場 所  川崎市役所本庁舎２階２０４会議室（ＷＥＢ併用） 

 

出席者 委員  伊藤会長、出石委員、内海委員、藏田委員、黒石委員 

市 側     白鳥総務企画局長 

鹿島行政改革マネジメント推進室長、 

猪俣行政改革マネジメント推進室担当部長 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

藤原行政改革マネジメント推進室担当課長 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

北村行政改革マネジメント推進室担当課長 

加藤行政改革マネジメント推進室担当課長 

中村都市政策部企画調整課担当課長 

石川公共施設総合調整室課長補佐（代理出席） 

川又財政局財政部財政課担当課長 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

五十嵐行政改革マネジメント推進室担当係長 

原田行政改革マネジメント推進室担当係長 

松田行政改革マネジメント推進室職員 

 

議 題  １ 出席者紹介 

     ２ 会長選出 

     ３ 議題 

      （１）川崎市行財政改革第３期プログラム 令和４（２０２２）・５（２０２３）年度の取組

結果について 

      （２）令和５年度出資法人「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」について 

     ４ その他 

 

公開及び非公開の別    公開 

 

傍聴者     ０ 名 

 

議事 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 それでは、定刻になりましたので、まだ黒石委員がお見えになっていらっしゃらないのですが、始めさせ

ていただきたいと思います。 

 ただいまから令和６年度第１回川崎市行財政改革推進委員会を開催させていただきます。 
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 私は、総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課長の窪田でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、会議に先立ちまして、事務連絡だけさせていただきます。 

 初めに、本日の議事内容でございますけれども、録音内容に基づきまして議事録を作成させていただきま

して、公開の手続を進めさせていただきたいと存じます。 

 それから、資料の確認でございます。 

 本日、こちらの会場のスクリーン、Ｚｏｏｍで共有させていただく資料一式につきましては、遅くなって

申し訳ありませんでしたが、昨日、メールで送付させていただいております。 

 また、会場の方では、お手元のタブレットの資料も併せてご覧いただければと思います。 

 資料の点で何かございましたら、お申出いただければと存じます。 

 よろしいでしょうか。 

 また、本日の委員会は公開とさせていただいておりまして、市民の皆様の傍聴やマスコミの方の取材につ

きましては許可とさせていただきたいと存じます。 

 傍聴や取材につきましては、現時点で希望がございませんので、この後、もし申出があった場合は、入室

を許可する形にさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、お手元の次第に従いまして進めさせていただきますので、初めに次第１の出席者紹介でござい

ます。 

 まず、委員に就任いただく皆様ですが、恐れ入りますが五十音順でご紹介をさせていただければと思いま

す。 

 まず、関東学院大学法学部長・法学部地域創生学科教授、出石稔様。 

 

出石委員 

 よろしくお願いします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 続きまして、東京都立大学法学部法学科教授、東京都立大学大学院法学政治学研究科教授、伊藤正次様。

よろしくお願いいたします。 

 

伊藤委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 続きまして、駒澤大学法学部政治学科教授、内海麻利様。 

 

内海委員 

 内海です。よろしくお願いします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 続きまして、一般財団法人地方自治体公民連携研究財団代表理事、東洋大学ＰＰＰ研究センターリサーチ

パートナー、千葉商科大学商経学部准教授、藏田幸三様。 
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藏田委員 

 よろしくお願いします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ＰＡパートナーズ株式会社代表取締役の公認会計士でいらっしゃいます黒石匡昭様は、まだいらっしゃっ

ていないので、いらっしゃったらまた改めてご紹介をさせていただければと思います。 

 以上、５名の委員の皆様でございます。 

 また、委嘱状につきましては、本来であればお一人お一人にお渡しすべきところでございますけれども、

皆様の机上に配付をさせていただいております。 

 また、オンラインでご出席いただいている伊藤委員、内海委員におかれましては、郵送させていただいて

おりますので、ご了承ください。 

 委員の皆様のご紹介につきましては、以上でございます。 

 今年度につきましても、委員の皆様に活発なご議論をいただきたいと存じますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 続きまして、市側の出席者をご紹介させていただきます。 

 まず、総務企画局長の白鳥でございます。 

 

白鳥総務企画局長 

 白鳥でございます。よろしくお願いします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 行政改革マネジメント推進室長の鹿島でございます。 

 

鹿島行政改革マネジメント推進室長 

 鹿島です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 担当部長の猪俣でございます。 

 

猪俣行政改革マネジメント推進室担当部長 

 猪俣です。どうぞよろしくお願いします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 担当課長の藤原でございます。 

 

藤原行政改革マネジメント推進室担当課長 

 藤原です。よろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 同じく、担当課長の北川でございます。 
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北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 北川でございます。よろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 同じく、担当課長の北村でございます。 

 

鹿島行政改革マネジメント推進室長 

 今、黒石委員の御案内のため、外で待機しています。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 失礼いたしました。 

 同じく、担当課長の加藤でございます。 

 

加藤行政改革マネジメント推進室担当課長 

 加藤です。よろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 続きまして、企画調整課担当課長の中村でございます。 

 

中村都市政策部企画調整課担当課長 

 中村です。よろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 公共施設総合調整室課長補佐の石川でございます。 

 

石川公共施設総合調整室課長補佐 

 石川です。よろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 最後に、財政課担当課長の川又でございます。 

 

川又財政局財政部財政課担当課長 

 川又です。よろしくお願いします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 このほか、関係職員を同席させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に先立ちまして、総務企画局長の白鳥から一言ご挨拶を申し上げます。 

 白鳥総務企画局長におかれましては、本日、公務の都合により、ご挨拶のみの出席とさせていただきます

ので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 それでは、局長、よろしくお願いいたします。 

 

 



- 5 - 

白鳥総務企画局長 

 改めまして、おはようございます。 

 伊藤先生、内海先生もよろしくお願いいたします。 

 今、ご紹介いただきました白鳥でございます。皆様方におかれましては、今年度も委員をお受けいただき

ましてありがとうございます。お二人、今日は本当に暑いところ、ここまでご足労をいただきまして本当に

どうもありがとうございます。 

 昨年度につきましては、地域エネルギー会社の設立、川崎未来エナジーですが、何十年ぶりですかね、市

で法人を設立するのは。そんなこともございまして、先生方からいろんなご意見、ご指導いただきまして、

本当にどうもありがとうございました。改めて感謝申し上げます。 

 また、今年につきましては、当市、市制１００周年を迎えておりまして、先週の土曜日には等々力の方で

ブルーインパルスとかを呼んで、結構、大きめなイベントをやらせていただいて、今週の月曜日には、ミュ

ーザ川崎の方で記念式典ということで、かなり大きなイベントが続いているところでございます。 

 そういったことで、市民、企業、団体の皆様方と川崎をさらに盛り上げていこうと、そんなところでござ

いまして、また１００周年というのはこれからの１００年をつくるスタートの年と、そういう位置づけもし

ております。 

 こうした中、我々としてはしっかりと経営資源を確保していく、これは我々のミッションでございますの

で、今後も改革の取組については、しっかりやっていかないといけないというふうに思っております。 

 今年度も先生方のご指導ご鞭撻をいただきながら、しっかり進めてまいりたいと思いますので、今日、お

昼までという予定になっておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 すみません。黒石委員がいらっしゃいましたので、ご紹介させていただきます。 

 昨年度に引き続きまして、ＰＡパートナーズ株式会社代表取締役、公認会計士の黒石匡昭様でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

黒石委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

白鳥総務企画局長 

 すみません、私はここで失礼いたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 それでは、続きまして、次第の２の会長選出に移りたいと存じます。 

 本委員会の会長選出につきましては、川崎市附属機関設置条例第６条に基づきまして、委員の皆様の互選

により会長を選出していただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 特に皆様から特段のご意見がございませんでしたので、事務局としては昨年度に引き続きまして伊藤委員

にお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

 ＜各委員から異議なしの声＞ 
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窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

よろしいでしょうか。 

伊藤先生、よろしいでしょうか。 

 それでは、すみません、伊藤委員に会長をお願いしたいと存じます。 

 また、ご就任いただくに当たりまして一言ご挨拶を頂戴できればと存じます。 

 

伊藤会長 

 皆様、おはようございます。東京都立大学の伊藤でございます。 

 このたび、会長に選出していただきましてありがとうございました。引き続き、川崎市の行財政改革に取

り組むことで委員の皆様、事務局の皆様、ご協力いただきながら進めてまいりたいと考えています。 

 先ほど局長から川崎市制１００年というお話がございました。川崎はまだ当面人口が増えていくというこ

とで、今後の１００年をもちろん見据えつつ、非常に元気のある、活力のあるまちづくりがまだできる余力

があるとこういうふうに私は理解しております。 

 ただ、最近、やはり世界情勢あるいは経済情勢が非常に大きく不確実性が高まる中で、今まで行革という

と、民間の方のご協力をいただくということを前提に進めてきたと思うんですけれども、民間の側もやはり

かなり苦しくなってきていて、リソースを言わば官民公で奪い合うというような状況ができているような気

がいたします。 

 そうした厳しい現実も見据えつつ、将来的には人口が減少していくということは確実ですので、そうした

資源の制約を考えながら、適切な行政運営を行う、そのための助言を私どもとしてもきちんとできればとい

うふうに考えております。 

 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 それでは、早速議事に入らせていただきたいと存じますので、ここからの進行は会長にお願いしたいと存

じます。伊藤会長、よろしくお願いいたします。 

 

伊藤委員 

 それでは、次第に従って進めてまいりたいと思います。 

 初めに、川崎市行財政改革第３期プログラム令和４・５年度の取組結果についてです。 

 本議題については、まず、事務局から資料１に基づき、内部評価の状況について説明していただきます。 

 その後、委員の皆様から事前に多くのご意見・ご質問をいただいておりますので、まずは事務局で抽出し

ていただいた主だった項目について、資料２に基づき、１件ずつ事務局から説明していただき、その都度、

１件ずつ委員の皆さんにご審議いただくという形で進めてまいりたいと存じます。 

 なお、事務局抽出の案件数は７件とのことですが、時間も限られておりますから、審議が長引く場合には

次回に送らせていただく場合もありますので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、まず、資料１について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、川崎市行財政改革第３期プログラムの中間評価の状況につきまして、資料１でご説明をさせて

いただきたいと思います。 

 初めに、３ページをご覧ください。プログラムの概要でございます。 
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 まず、基本理念でございますけれども、総合計画に掲げる政策・施策を着実に推進する必要がありますこ

とから、必要な経営資源を着実に確保することで、将来にわたり持続可能な行財政基盤を構築していくとと

もに、より質の高い市民サービスを安定的に提供していくため、その下にございますとおり、市民ニーズと

地域課題の的確な把握、市民サービスの「質的改革」の推進、市役所内部の「質的改革」の推進、効率的・

効果的な行財政運営による「持続可能な最幸のまち」の実現の四つの基本理念を掲げておりまして、こちら

に基づきまして行財政改革の取組を推進することとしております。 

 ４ページをご覧ください。計画の目的と位置付けでございますが、必要な経営資源の確保等を行い、将来

にわたり持続可能な行財政基盤を構築するとともに、質の高い市民サービスの安定的な提供をすることで、

市民満足度の向上、こちらを図りながら、効率的・効果的かつ安定的な行財政運営ができるよう、行財政改

革の取組を推進することとしております。 

 ５ページをご覧ください。確保すべき経営資源でございますが、第３期プログラムから新たに時間の概念

を加え、ヒト・モノ・カネ・情報・時間、この五つを必要な経営資源として位置づけております。 

 ６ページをご覧ください。改革の取組につきましては、４つの「取組の柱」に基づく１９の「改革項目」、

そして計２１５の改革課題を設定し、必要な取組を進めてきたところでございます。 

 取組の柱でございますが、まず、取組１、社会経済状況の変化を踏まえた市民サービスの再構築、取組２、

市役所の経営資源の最適化、次の７ページに参りまして、取組３、多様な主体との協働・連携の更なる推進、

取組４、庁内の人材育成と意識改革、この４つを掲げております。 

 ８ページをご覧ください。プログラムにおける取組評価でございますが、各取組について活動指標・成果

指標を活用しながら、ＰＤＣＡサイクルによる取組評価を行っております。 

 中段の図でございますけれども、まず、計画（Ｐｌａｎ）として、具体的な活動目標を年度当初に設定し、

年度終了後に実施結果（Ｄｏ）として、活動指標やその他の活動実績から活動目標に対する達成度を評価し

ます。また、評価（Ｃｈｅｃｋ）として、活動から得られた取組の総体的効果等について、経営資源の確保

等の観点から、事務事業等への貢献度を評価しております。さらに、実施結果（Ｄｏ）と評価（Ｃｈｅｃｋ）

の内容を踏まえ、改善（Ａｃｔｉｏｎ）として、今後の取組の方向性を決定し、翌年度以降の目標や取組へ

反映しております。 

 また、右下でございますけれども、取組評価につきましては、２年に一度、行財政改革推進委員会の委員

の皆様の専門的視点による評価を実施することで評価の客観性を確保してまいります。 

 今回は、４年間の取組の中間評価になりますので、所管局と事務局とで調整して取りまとめた内部評価の

状況、こちらにつきまして本日から２回にわたり委員の皆様にご審議いただき、委員会における審議結果を

踏まえまして、川崎市行財政改革推進本部会議を経て、総括評価の内容を決定し、公表してまいります。 

 それでは、内部評価の概要についてご説明いたしますので、１０ページをご覧ください。 

 まず、活動目標に対する達成度の状況、「実施結果（Ｄｏ）の結果」でございますが、左側の表が前年度

の内部評価結果、右側の表が令和４・５年度の内部評価の状況でございまして、昨年度からの進捗状況を分

かるようにしてございます。 

 前年度の評価と比較いたしますと、３の「目標を下回った」取組が１３件から１６件へ３件増加、４の「状

況の変化により目標を達成できなかった」取組が１件から０件へ減少しております。 

 特に、３が増えた主な要因といたしましては、各改革課題のうち、生涯現役対策事業の見直し及び効率的・

効果的な実施や、都市計画道路網の見直しなどについて、取組が予定どおり進捗しなかったことなどによる

ものでございます。 

 次に、１１ページをご覧ください。事務事業等への貢献度の状況・評価（Ｃｈｅｃｋ）の結果でございま

す。 

 左側の前年度評価時と比較いたしますと、Ｂの「貢献した」取組が８７件から９０件へ３件増加、Ｃの「貢
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献したが課題もあった」取組が７６件から８５件へ９件増加、Ｙ１の「実施結果（Ｄｏ）の結果が３以外で

効果が発現していない」取組が４８件から３７件へ１１件減少しております。また、Ｙ２の「実施結果（Ｄ

ｏ）の評価が３で、効果が発現していない」取組が３件から２件へ１件減少しております。 

 Ｃの増加につきましては、前年度評価におきまして、評価がＢであった取組について、新たに課題が発生

したものや、評価がＹ１で取組の進捗により効果が発現したものの、一部その成果等に課題が残ったものに

よるものです。 

 Ｙ２の減少につきましては、労働会館及び教育文化会館の再編整備に伴う新たな管理運営体制の構築など

につきまして、前年度評価では活動目標を下回っておりましたが、状況の変化を踏まえて取組目標を見直し、

見直し後の取組がおおむね順調に進捗したことによるものです。 

 各課題の中間評価に当たりまして、特に、課題が残るＣの取組を中心に、後ほど委員の皆様にご審議いた

だきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 個別の課題の詳細につきましては、全体の概要を説明した後、ご説明をさせていただきます。 

 次に、１２ページをご覧ください。今後の取組の方向性の状況、改善（Ａｃｔｉｏｎ）の結果でございま

す。 

 右の表、内部評価の状況におきまして、Ⅲの「目標の見直し又は改善を行い、取組を継続」とした８７件

につきましては、評価（Ｃｈｅｃｋ）がＣで課題の残る取組や、Ｙ２で取組の進捗が芳しくないため、効果

の発現に至らなかった取組等でございます。 

 以上が内部評価の状況の全体概要でございます。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に、資料２に基づき事務局で抽出していただいた主立った項目について、１件ずつ事務局か

らご説明いただき、その都度、委員の皆様からご意見、ご質問等をいただければと思います。 

 なお、ご意見等がある方は、挙手をお願いいたします。 

 会場が見づらいので、もし会場の方で手が挙がった場合にはお知らせいただければと思います。 

 それでは、まず１件目の案件について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、資料２についてご説明させていただきます。 

 今回、取組の数も多いことから、審議を効率的・効果的に進める観点で、事前に委員の皆様に各評価シー

ト等をご確認いただき、ご意見、ご質問を頂戴し、一覧表として資料２にまとめさせていただいております。 

 皆様、ご多忙の中、また、大変短い期間の中、内容をご確認等いただきまして、誠にありがとうございま

した。 

 この資料２に基づきまして、本日は伊藤会長、藏田委員、黒石委員、内海委員からご意見、ご質問をいた

だいた取組の中で、主立った取組７件程度につきまして、１件ずつご説明させていただき、その都度、ご審

議いただければと存じます。 

 添付してございます、各取組評価シートにつきましても、併せてご覧いただければと存じます。 

 なお、出石委員からの事前のご意見、ご質問につきましては、現在、事務局で調整をしているところでご

ざいますので、恐れ入りますが、７月２５日の２回目の委員会でご審議いただきたいと考えております。 

 あらかじめご了承いただければと存じます。 

 それでは、資料２の３ページ上段をご覧ください。 
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 １件目、１（１）１２、生涯現役対策事業の見直し及び効率的・効果的な実施でございますが、敬老祝品

贈呈事業につきましては、事業の見直しには至っておらず、また、かわさき福寿手帳につきましてＩＣＴと

の連携可能性等について検討を進めたところでございますが、現行よりもコストがかかることや他事業との

連携に課題があることなど、引き続き検討を進める必要がありますことから、評価（Ｃｈｅｃｋ）をＣとさ

せていただいた課題でございます。 

 この課題に対しまして、藏田委員から②の「見直しに時間がかかるもの、あるいは敬老祝品などのように、

最終的には政治判断が必要な案件については、判断する時期や決定主体を明確にする必要がある」、また、⑤

でございますが、「デジタル化は行財政改革に重要なツールと考えているので、視点を示した方がよいのでは

ないか」などのご意見を頂戴しております。 

 頂戴したご意見に対する本市の考え方でございますが、初めに、②の敬老祝品贈呈事業につきましては、

見直しの内容、スケジュール感について庁内検討を進めるとともに、関係事業者との調整や既存出品事業者

への影響調査を行いまして、令和６年度中に見直しの方向性を取りまとめてまいります。 

 また、見直し実施時期につきましては、できる限り令和７年度中を目指して取組を進めてまいりますが、

関係業者への影響、対外的な周知期間など総合的な観点から検討・調整を行ってまいります。また、かわさ

き福寿手帳につきましても、同様に令和６年度中の見直しの方向性の取りまとめに向けて進めてまいります。 

 次に、デジタル化につきましては、これまでも行政手続の原則オンライン化などを実施してきております

が、今後、デジタル化を契機としたバックヤードの業務効率化が重要と考えておりますことから、各事業所

管課において利用者のニーズや社会のデジタル化の進展などを適切に捉えながら、行革部門といたしまして

も、業務効率化に向けた庁内の取組を促すよう検討してまいります。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 本改革課題については、藏田委員から事前のご質問等をいただいておりますので、ご意見等がございまし

たらご発言をお願いいたします。 

 

藏田委員 

 ご指摘いただいたものに対するご回答をいただいて、その内容でよろしいかなというふうに思っています。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 ほかの委員の方につきましても、資料あるいは事務局からのご説明について何かご意見はございますでし

ょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、このような形でご質問いただいたことについて、ご対応を考えていらっしゃるということです

ので、ぜひそういった方向で進めていただければと思います。 

 それでは、２件目の案件につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、５ページ目の上段をご覧ください。２件目でございますが、１（２）２、行政手続のオンライ

ン化・窓口等のキャッシュレス化の推進でございますが、電子申請可能な手続のオンライン化率の１００％

達成ですとか、あるいは成果指標であります電子申請システムの利用件数について目標達成したものの、キ

ャッシュレス決済比率について市民の認知度が低い等の理由から目標を下回りましたことから、本課題につ
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きまして評価（Ｃｈｅｃｋ）をＣとさせていただいているものでございます。 

 この課題に対しまして、黒石委員から「電子申請可能な手続のオンライン化率１００％となることで、総

体として職員の労働時間を何時間削減できたのか」。また、「窓口・郵送業務を全てオンラインに置き換えた

のではなく、従来型手続と併用となっているのか」などのご質問を頂戴しております。 

 頂戴したご質問に対する本市の考え方でございますが、初めに、職員の労働時間につきましては、令和５

年度１年間を通じたオンライン化の効果を検証するため、現在、庁内調査を実施しておりまして、その調査

の中でオンライン化による業務改善の状況を把握するとともに、申請件数が多い手続等につきまして、業務

時間の削減状況につきましても確認し、８月までに結果をまとめてまいります。 

 次に、従来型手続との併用につきましては、介護事業者向けの手続の中で、窓口郵送業務を全てオンライ

ンに置き換えたものなどがございますが、特に不特定多数の市民を対象とした手続では、従来型手続も併用

されていることが通例となってございますことから、先ほどの庁内調査の結果も踏まえまして、オンライン

申請率の向上に向けた取組を推進していくことで、オンライン化によるさらなる業務の効率化を進めてまい

ります。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 本改革課題につきましては、黒石委員から事前にご質問等いただいておりますので、ご意見等がありまし

たらお願いいたします。 

 

黒石委員 

 ご回答ありがとうございます。 

 こういう状況だと思うんですけれども、やはり誰も取り残されない市政とかというキャッチフレーズがあ

るんだと思うんですけれども、二つ目の指摘で言わせていただいたように、やっぱりＤＸ化と、結局従来型

とが並行して、あまり、サービス改善にはつながっているかもしれませんけれども、業務改善という意味で

は、やっぱり行政コストが定まっていないというような事例がまま見られますので、その辺りもこの市政と

しての覚悟、ポリシーを示すところだと思いますので、なかなか横を見ながらみたいな話になりがちかもし

れませんけれども、思い切った方針を明確に持つというのも大事だと、個人的には思っていますので、あま

り横並び意識ばかりじゃなく、川崎市としてポリシーをしっかり工夫していただきたいなと思っています。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 ほかの方からご意見はいかがでしょうか。 

 お願いします。 

 

藏田委員 

 ②について、この介護事業者のは全てできたということで、不特定多数の市民を対象にしたものは通例だ

ということなんですけど、例えばなんですが、考え方として、デフォルトをオンラインにして、それ以外の

対応については別途対応しますという形で、前段の１の比較の中でも当然処理コストは変わるので、例えば

思い切ったことで、手数料をオンラインの場合は安くするであるとか、デジタルとセットにして、それに対

するポイントを付与するとかというようなインセンティブをつけるようなことまでされたらどうかなと。 
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 そうすると、非常にどれだけ便利になったか分かりませんけど、手数料が１円２円下がる、１０円下がる

だけでも、意外にお年寄りは気にされるかもしれませんし、そういう意味ではうまく仕組みとしては、オン

ラインに誘導するような、ある意味では戦略、デフォルトをオンラインにして、それが対応についてはもち

ろん丁寧に対応しますが、特別対応というような形、併用だと併用なので、どちらがメインでどちらが従か

分かりませんが、これからのデジタル、方針も掲げている以上、デジタルをメインに考えていくというよう

な方針を出されると、より理解促進も進むので、またそういう意味でのデジタルの活用というものも組み込

めるのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 実際、国などでも法務局とか、実際オンラインで申請した方が手数料が安いというのはあったりするのは

承知しておるところですので、そういった他部門等を研究しながら、検討していかなきゃいけないところか

なというふうには感じております。 

 

藏田委員 

 何かそれこそ全体でやると大変なので、例えば実証実験的にとか期間限定でやってみて、そのレスポンス

を確認するとか、何かそういう意味でのサンプル調査でも構わないので、やれば結構なニュースになるかな

と、そういうのを川崎市さんが率先してされるということが、何か非常に面白いかなというふうに思います。

ぜひご検討ください。 

 

出石委員 

 今の件、手数料条例が改正になりますよね。そうすると試行的はちょっと難しいかもしれないですね。だ

けど、その試行というのは、一部の事務をまず、それは手数料条例を改正してやって、それで効果を見て全

体を広げるというのはいいかもしれないです。 

 

藏田委員 

 手数料にはポイントも含まれるんですか。含まれないんだったら、手数料は完全にポイントでというのは

あるかもしれない。 

 

出石委員 

 総務省が……。大丈夫。それはいけそうですね。 

 

藏田委員 

 まあ、できる方法を考えましょうということです。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 私からも、デジタルの話は、やはり今回これだけ見ていると、いつまで併用状態が続くのかという見通し

が立たないところがありまして、やっぱりデジタルメインでやっていくということを意識した形で、今後の

取組を考えていく必要があるという点では、藏田委員がおっしゃったように、いろんな工夫をしてみる余地

があるんじゃないかなというふうには思います。 
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 ほか、よろしいでしょうか。 

 

黒石委員 

 すみません。あんまり時間を使ってもあれなんですけど、視点を変えて、ワンスオンリーは実現できてい

るんでしょうか。同じ名前とか住所を何度も何度もやらせるこの国の体質は。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 キーワードでは出てきて、検討は始めているところかなというふうには思っていますが、ちょっとなかな

かまだというところはございます。 

 

黒石委員 

 だから、川崎も政府に倣って、法律レベルで書き込むとか、それぐらいしている小さい基礎自治体もあり

ますから、それぐらい思い切ってやってほしいなと思いますけど。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 今の点を含めて、担当部局にぜひフィードバックをお願いしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 はい、承知しました。 

 

伊藤会長 

 それでは、続きまして３件目の案件について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、６ページ中段をご覧ください。３件目、１（３）１０、公園における効果的な公民連携の推進

でございますが、高津区にあります橘公園におけるＰａｒｋ－ＰＦＩ事業に関する協定を民間事業者と締結

したものの、事業者提案に対応する設計等に時間を要し、想定より事業の進捗が遅れたことなどにより、成

果指標である「民間活力導入に伴う公園使用料」の目標達成には至らず、今後、安定的な財源確保等に向け

まして、適切な事業の進捗管理などを進める必要がありますことから、本課題につきましては、評価（Ｃｈ

ｅｃｋ）をＣとさせていただいたものでございます。 

 この課題に対しまして、内海委員から、「なぜ、事業者提案に対応する設計等に時間を要し、想定より事

業の進捗が遅れたのか」とのご質問を頂戴しております。 

 頂戴したご質問に対する本市の考え方でございますが、建物の改修工事に伴いまして、アスベストが発見

されまして、調査と撤去が必要となったこと、また、２階天井に腐食が確認されたため、撤去することに設

計方針を変更することになったほか、本市と協議を進める中で、木材利用促進補助金の活用を行うこととし、

手続に時間を要したことなどから、スケジュールを見直す必要が生じたものでございます。 

 こちらにつきましては、委員のご指摘を受けまして、事業進捗が遅れた理由を少し詳細に取組評価シート
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に追加させていただいたところでございます。 

 なお、本課題におきましては、公園における公民連携の取組につきましては、本市ではパークマネジメン

ト推進方針というものに基づきまして、優先的に民間活力の導入を推進していくこととしておりまして、本

課題につきましては、次は多摩区にございます稲田公園などにおきまして、民間活力の導入を検討している

ところでございますので、橘公園の事例なども踏まえまして、今後取組を進めてまいります。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 本改革課題について内海委員から事前にご質問いただいておりますので、ご意見等がありましたらご発言

をお願いいたします。 

 

内海委員 

 ご回答どうもありがとうございます。 

 時間が要した点については、今、ご説明をいただきましたし、シートも含めてご提示いただくということ

で結構ではないかというふうに思います。 

 Ｐａｒｋ－ＰＦＩについて、ほかの項目も含めて意見をつけさせていただいているんですけれども、その

点については、今、発言してもよろしいでしょうか。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 お願いいたします。 

 

内海委員 

 よろしいですか。幾つかあって、等々力の話とか、市でないものも含めて、ＰＦＩの運用について、様々、

評価の項目として挙がっているんですけれども、近年、２０１７年に法改正が行われてＰａｒｋ－ＰＦＩと

いうのが導入もされて、都市公園というのがかなり大きく変化してきています。 

 この制度というのは、民間事業者だとか公共施設を設置して管理すると、民間事業者が収益を上げ、そし

て公園の様々な設備を設置するとともに、管理とか維持に貢献していくというようなものなんですけれども、

ただ、都市公園というのは、公共性の高い場所ゆえに、本来は都市公園法でかなり厳しい規制がかかってい

ます。 

 それをＰａｒｋ－ＰＦＩで緩和していくという動きが進んできています。したがって、住民にとっても非

常に貴重な自然環境を有する都市公園ですので、それを民間事業者に任せて緩和をしながら設備というか施

設をつくったりとか、会議を行うというようなことは、住民にとっても非常に影響の大きいことではないか

というふうに思っていて、そのプロセスというのがしっかりと住民に説明されているのかどうかというのは、

川崎市のみならず、ほかの自治体でもかなり問題になっているところが見られます。 

 したがって、幾つかここで挙げられていたものに対して経常の問題という点では、そういったＰａｒｋ－

ＰＦＩを使っていくというのは非常に重要なんですけれども、その一方で、その経営も含めて住民に理解を

いただけているかどうかというようなことで、幾つか質問させていただいているんですけれども、それにつ

いてもしよろしければご回答いただければと思います。 

 

伊藤会長 

 事務局、お願いいたします。 
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大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、同じページでございますけれども、上段の等々力緑地の更なる効率的・効果的な管理運営等と

いうところでございますけれども、等々力緑地につきまして、あるいは富士見公園ですけれども、内海委員

から住民等への周知、意見聴取がどのように行われていたのかというようなご質問をいただいてございまし

て、それに対してでございますけれども、本市におきまして、それぞれ再編整備計画ですとか、改定する際

にパブリックコメントの実施、こちらの方を行うとともに、例えば等々力緑地につきましては、事業契約締

結後のオープンハウス型説明会の実施ですとか、あるいはその他にもかなり影響が大きいスポーツ施設等も

ありますので、町内会ですとかスポーツ関係団体、あるいは小・中学校の校長会等と随時ヒアリングなども

実施しながら丁寧にご説明をしながら進めているという状況でございます。 

 

内海委員 

 ありがとうございます。 

 いろいろホームページなどでも拝見させていただいて、周知などもされているようなんですけれども、私

も、今回検討するのに要求させていただいた協定書の内容とか、そういったものも、ぜひ公開をして提示し

ていただくというようなことが必要かと思うんです。基本的には、いただいた協定書の内容とかというのは

公開されているというふうに理解してよろしいですか。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 おっしゃるとおりでございまして、事前に事務局からご提供させていただいたものにつきましては、原則

全て公表済みのものでございます。 

 

内海委員 

 そうですか。これから、先ほども言いましたように、Ｐａｒｋ－ＰＦＩというようなものが増えてきて、

事業者と共に管理をしていくということが非常に重要になってくる中で、パートナーシップを組んでいるそ

の内容自体をしっかりと市民の方に理解をいただくというような工夫を今後もしていただければというふう

に思います。よろしくお願いします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 ほかの委員の皆様からご意見いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、４件目の案件について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、１６ページ目をご覧ください。 

 ４件目、３（１）９、効率的・効果的な手法による一層の介護人材の確保・定着でございますが、こちら

につきましては、成果指標であります介護人材の不足感ですとか、あるいは介護人材マッチング定着支援事

業により就職した求職者の数の目標達成ができず、高齢社会における担い手である介護人材につきましては、
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各種支援を講じましても慢性的な人材不足の課題が残っており、さらなる取組を進める必要がありますこと

から、本課題につきましては評価（Ｃｈｅｃｋ）をＣとさせていただいているものでございます。 

 この課題に対しまして、黒石委員から、①でございますが、「社会環境的にも厳しい状況にあり、担い手

が集められないというのも一定理解するが、パフォーマンスはよいのに環境が悪いために目標未達なのか、

そもそもパフォーマンスが悪いのか、どのように考えているのか」、また、②でございますが、「この業界

の構造問題は深遠で、社会環境、国の制度を後追いしてもらちが明かないレベルであると、市として独自の

取組はどうか」などのご質問を頂戴しております。 

 頂戴したご質問に対する本市の考え方でございますが、ご指摘いただいている両方の要因があると考えて

おりまして、まず、置かれている環境面でございますと、介護業界以外でも人材不足が危惧されている状況

ですとか、あるいは賃金がほかの業界と比較して低い水準であること等の社会環境、また、東京都や横浜市

に挟まれ、都市間競争の影響を強く受けやすいことなどが影響しているものと考えております。 

 また、市の活動につきましても、年間を通じまして介護業界のイメージ向上に向けたイベント等の取組や、

就労支援等を進めておりますが、事業内容の周知が行き届かず事業説明会の参加者が減少したことに加え、

事前説明会参加後に他職種への採用が決定したことなどにより支援が終了するケースがあるなど、取組が進

んでいない状況もございますことから、介護職の魅力発信の継続とともに、様々な媒体を活用した効果的な

事業周知及び普及啓発に取り組んでいくことが重要であると考えております。 

 次に、市としての独自の取組でございますが、人材の呼び込みに向けまして、介護職員向けに家賃補助を

実施するとともに、就労後のキャリアアップ支援といたしまして、スキルアップを図れる環境づくりのため、

職員が研修に参加する際の代替職員の派遣や一部の医療行為を習得できる研修の拡充、資格取得のための受

講料補助などを実施しております。 

 各事業とも、利用者の実績が着実に上がっておりますことから、今後もより一層、効果的な事業として人

材確保・定着支援の取組を進めてまいります。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 これ、１７ページの一番上のところも続きじゃないですか。③というご意見があるんですけど。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 幾つかございましたので、①②を紹介させていただいたところでございます。 

 

伊藤会長 

 はい。この点を含めまして、黒石委員の方から何かご意見ありますでしょうか。 

 

黒石委員 

 今、ご説明いただいたとおりと思うんですけれども、これはさらに覆いかぶせる意味でのコメントなんで

すけれども、日本全国こういう状況なんです。そういう状況をやっぱり踏み込んで、こういう窮状を脱して

いくための施策で、厚労省も上辺だけのことを言っているんですけど、結局、実現できていないんで、今、

何とか量的確保で必死になっていた部分がありますが、やっぱりこのヒューマンサービス、これは介護士も

保育士もそうなんですけど、ヒューマンサービスの質向上というのはすごく重要なテーマだと思うんです。 

 市民の暮らしのためにも、すごく効いてくるソフトインフラサービスなので、やはり量的確保だけじゃな

くて、質的向上について高い優位性を持つべきだと思います。 
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 やっぱり日本で、どこかこういう力を持った政令市、しかも川崎市で数年前、痛ましい事故なんかもあり

ましたから、そういう意味から強い危機感を持ってやるべきだと、これ市長にも直接申し上げたんですけど、

無視されていますので、やっぱりこういう生産性向上のロボットの活用とか、ですから、ロボットの活用も

一施策ですが、やっぱりご本人、介護士さんたちの本当にキャリア支援だとかモチベーション維持だとか、

定着率アップはものすごく重要なＫＰＩだと思いますし、もっとあらゆる施策をトライしないといけないん

じゃないかと強く個人的に思っています。 

 ぜひ、川崎市はそういう、すねに傷を持つところもあるので、ぜひ日本を引っ張るような施策をどんどん

トライしていってほしいと思う次第です。 

 ちょっと行革というよりも、本当に一つのこういう悲しいかな、労働市場としては禁句扱いされているわ

けなんです。そういう世界じゃなくて、厚労省が言ったような、それこそスーパー介護士さん、１，０００

万円プレイヤーをつくろうじゃないかみたいなのを実現する地域ができたみたいな、そういう打ち出し方が

できれば、こういう特定分野の施策ですけれども、すごく地域アピールになるんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 ほかの委員の方、ご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 お願いします。 

 

出石委員 

 今のところで、都市間競争ということで、確かに取り合いですよね。いろんな分野で取り合いというか、

例えば役所的に言うと土木人材の取り合いとかがあるわけですけど、東京は何だかんだ言って独り勝ちでし

ょう、お金も出せるから。 

 といったときに、横浜と連携したらどうなんですかね。都市間競争だけで片づけるんじゃなくて、都市間

連携をするというのは、多分この分野だけじゃなくてほかもそうなのですけど、例えば、こういうような人

材確保を横浜と共同してうまくやって、あるいは供給し合ってというか、そういうような対応は考えられな

いんでしょうか。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 常に情報交換とかはしているというのは聞いておるんですけれども、そこからさらに踏み込んで連携とか

ということについては、また双方研究、また調整が必要かなというふうに感じております。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 今のお話は、保育の面では横浜と一定の連携の取組があったと思いますけれども、ここからちょっといろ

いろとお願いするという話では全くなくて、担当する部局でご判断いただくということですけれども、そう

いったようなアイデアもあるんじゃないかというようなご意見も出たということは、お伝えいただければと

思います。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 承知いたしました。 
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伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、５件目の案件について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、１９ページの上段をご覧ください。 

 ５件目、３（３）１、地域防災力の向上に向けた取組の推進でございますが、こちらにつきましては成果

指標である市民アンケートによる家庭内備蓄を行っている人の割合が目標を下回りまして、今後、家庭内備

蓄を行っている人の割合の向上に向けましては、若年世代に向けた啓発に課題があると考えられますことか

ら、評価（Ｃｈｅｃｋ）をＣとさせていただいた課題でございます。 

 この課題に対し、黒石委員から「本気の市民一斉避難訓練などを実施している自治体もある。川崎市はど

うか」ということ、また、「全国で防災領域の官民連携施策も活性化しているが、川崎市の状況はどうか」と

のご質問を頂戴しております。 

 頂戴したご質問に対する本市の考え方でございますが、まず、本市におきましては、住宅の耐震化の進展

やマンション居住者が増えている実態のほか、避難所生活の困難さや公的備蓄の状況などを踏まえまして、

災害時における在宅避難を推奨していることなどから、全市民に参加を呼びかけるような一斉避難訓練は実

施しておりませんが、警察、自衛隊などの関係団体が参加する市総合防災訓練や各区の総合防災訓練を実施

しているほか、自主防災組織による指定避難所単位の避難所運営訓練を推進しております。 

 また、現実には災害時に市民全員が避難するわけではなく、多くの方が自宅での生活を継続することが見

込まれますことから、ふだんから家にあるものを使って災害に備えるフェーズフリーの啓発を進めていると

ころでございます。 

 次に、官民連携施策につきましては、災害時において、関係団体等の支援が不可欠でありますことから、

災害時の支援等を目的とした様々な災害時協定を締結いたしまして、災害発生時において迅速かつ円滑な対

応を行えるよう取組を進めているところでございます。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 本改革課題については、黒石委員から事前にご質問等をいただいておりますので、ご意見等がございまし

たらお願いいたします。 

 

黒石委員 

 ②のところ、もちろんご存じだと思うんですけど、やっぱり新しいスタートアップ企業だとか、従来型の

大企業でも、それこそ新しい保険商品をつくっているとか、有名なところでは WOTA みたいなああいう防災時

の新しい水循環システムをつくったりとかという話もあるんで、そういう新しい技術革新も積極的に取り入

れるべきだと思います。そういう大企業との企業連携、一緒に備蓄しましょう、一緒に連携しましょうとい

う大きな話も大事だと思うんですけど、そういう微に入り細に入りやっぱりこの防災というテーマは危機感

なく平和ボケしがちなテーマですし、特に都市部はやっぱりその辺が顕著なので、ぜひそういう、今年は本

当に能登に痛ましい話がありましたけれども、毎年どこかでそういうことが起こっている状況ですから、東

南海地震問題もありますし、本当の危機感を持って準備しておかないといけないと思いますし、新しいイノ

ベーションテクノロジーは積極的に利用する態度を持っておくべきだと思います。 

 以上です。 
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窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 ほかの方からいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 今のご意見を踏まえて、ご対応いただければというふうに思います。 

 それでは、続きまして６件目の案件について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、資料の２１ページをご覧ください。 

 ６件目でございますが、４（４）２、女性活躍推進・次世代育成支援の推進でございますが、こちらにつ

きましては、成果指標である管理職（課長級）に占める女性比率や、年間４８０時間を超える時間外勤務者

数、男性職員の育児休業取得率について目標を下回ったことなどから、評価（Ｃｈｅｃｋ）をＣとさせてい

ただいた課題でございます。 

 この課題に対しまして、伊藤会長から「目標未達の成果指標が複数あることから、目標達成に向けた具体

的な取組をスピード感を持って進めていく必要がある」とのご意見を頂戴しております。 

 ご意見に対する本市の考え方でございますが、まず、目標未達ではございますが、前年度比で数字が上昇

していることから、これまでの取組の効果が一定現れているものと考えておりまして、特に男性職員の育児

休業取得率につきましては、前年度から２０％程度上昇しておりますことから、こちらにつきましては引き

続き現在の取組を推進してまいりたいと考えております。 

 次に、管理職に占める女性比率につきましては、これまでの取組に加えまして、令和６年度は新たな昇任

制度の運用を通じた多様な職務経験の提供などを通じまして、目標達成に向けた取組を推進してまいります。 

 次に、年間４８０時間を超える時間外勤務者数につきましては、令和５年度に上限時間を超えて職員に命

じた時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を実施しているところでございますので、分析結果等を踏

まえ、長時間勤務の是正に向けた取組の推進について、庁内の周知徹底を図ってまいります。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 この点については、私から質問を出させていただきました。 

 確かに、前年度比で数字が上昇しているので改善傾向にあるということは言えると思いますけれども、項

目によってやはりその達成が比較的見通せるものと、かなり難しいものとあるのかなという印象を受けてい

ます。 

 男性職員の育児休業取得率は多分かなり国の方でも進んでおりますし、川崎市の方でも着実に成果が上が

っているということだと思うんですけれども、管理職に占める女性比率ですとか、時間外勤務の勤務者数と

いうのは、なかなか改善が進まないということだと思います。 

 女性比率は、これはかなり長期的な取組になりますので、むしろかなり大胆に、積極的に進めていってい

ただかないと、将来的な目標達成というのはなかなかできないのかなと思っていますので、ぜひ引き続き進

めていただきたいというのと。 

 あと、時間外勤務者数は、これはいろんな要因があると思いますので、そこを丁寧に分析して、その原因

を突き止めるということがまずは必要だというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
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 ほかの委員の方から何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

 お願いします。 

 

出石委員 

 ほかの項目だったかどうか、ちょっと忘れちゃったんですけど、あとここで直接関わるのかも分からない

んですが、女性活躍という観点からＬＧＢＴＱ＋なんですけど、要するに性の自認の関係を含めて、ここで

いう多分、女性は生物学上の女性を捉えていますよね。 

 なんだけれども、このＬＧＢＴＱの対応、あるいはこの女性登用というのはその辺りは何か考えていらっ

しゃるとか、その辺りちょっと教えていただければと思います。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ちょっとずばりというのはなかなかあれなんですけれども、この項目でも職場の働きやすさの向上という

ところは、一つの到達目標とさせていただいているところですので、女性といったところに限らず多様な形

で職員の働きやすさ、満足度が上がるということが大切かなというふうに思っていますので、それに向けた

取組というのは引き続き必要かなというふうには思っております。 

 

伊藤会長 

 よろしいですかね。今、女性活躍という政策の枠組みは、まずは女性ということで対応している部分があ

って、ＬＧＢＴＱの多様性の問題ももちろん重要だと思いますので、こういった目標達成の話と同時に、多

様性に配慮したような形での人事政策なり人材育成という観点も、ぜひ取り入れて積極的に進めていただき

たいと思っています。 

 よろしいでしょうか。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 承知しました。ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 それでは、続きまして、ちょっと時間が切迫しておりますけど、７件目の案件についてご説明をお願いい

たします。 

 

大槻行政改革マネジメント推進室担当係長 

 かしこまりました。 

 それでは、お戻りいただきまして資料の１１ページをご覧ください。 

 ７件目でございますが、２（６）２、卸売市場事業特別会計の健全化等に向けた取組の推進でございます

が、こちらは南部市場におきましては、取扱量において順調に２年連続で前年を上回ったものの、北部市場

におきましては、天候要因や物価高等の影響によりまして、取扱量について２年連続で前年を下回り、成果

指標であります年間卸売取扱量について目標達成ができなかったこと、また、北部市場における市場使用料

の決算額につきましては、廃業する事業者が発生したことなどにより２年連続で目標を達成することができ

なかったことなどから、評価（Ｃｈｅｃｋ）をＣとさせていただいた課題でございます。 

 この課題に対し、黒石委員から①としまして、「典型的経営悪化状況である、また取扱数量がかなり目標

と乖離しているが、天候不順や単価高以外の要因について何か考えているのか」、また、②としまして、「単

価高により取扱数量が下がるのはなぜか」、また③としまして、「市場使用料の料率等は近年変えていない
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のか、使用料の見直しに着手するという方針にはなっていないのか」などのご質問を、また、下段でござい

ますが、藏田委員から、「成果指標の卸売取扱量について、北部市場と南部市場の実績に差異が生じている

理由を知りたい。天候不順等を要因としているが、北部市場のみに影響したとは考えにくい」とのご質問を

頂戴しております。 

 ご質問に対する本市の考え方でございますが、まず、取扱量減少要因といたしましては、青果は高温、干

ばつ等の影響、水産は海面水温の上昇に伴う漁獲量の減少や、単価高に伴う購買意欲の減退などによる需要

低下、流通構造の変化による市場外流通の増加等により入荷量が減少したものと理解しているところでござ

います。 

 次に、市場使用料の見直しにつきましては、北部市場内で施設更新のありました平成２５年度が最後とな

っておりますが、施設老朽化の進行や場内事業者の経営環境などを踏まえますと、現行施設の下でのさらな

る見直しは困難と考えられるため、当面は現行水準における市場使用料を増加させることを目指す取組を行

っておりまして、今後の機能更新に当たりましては、事業期間を通じて収支を概ね均衡させる使用料とする

ことを想定しているところでございます。 

 次に、北部市場と南部市場の実績の差異につきましては、卸売市場における取扱量の減少傾向及びその理

由は全国的に共通して見られるものでございますが、南部市場におきましては、量販店の引き合いの強さと

いう特有の事情が全国的な傾向を打ち消すほどの影響を及ぼしたと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 こちらの課題につきましては、藏田委員と黒石委員から事前にご質問をいただいておりますので、ご意見

をお願いしたいと存じます。 

 それでは、まず、藏田委員、お願いいたします。 

 

藏田委員 

 ありがとうございます。 

 そういう事情があるということであれば、分かりましたということです。そういうものを北部、南部どう

やって展開していくのか、マネジメントとしてその要因を突き詰めたとしたら、それをどういうふうに生か

していくのかというところが多分重要なことかなと思います。 

 まずは、ご回答いただいて、そういう南部市場の特性が非常に優位性があるということはすばらしいこと

だと思いますので、では、なぜそれが形成できたのか、北部の施設は老朽化していることは間違いありませ

んが、今後の事業のＰＦＩを含めて、あの中で、じゃあ、そういうものをどう取り込んで拡大再生産してい

くのかという辺りをぜひご検討いただければというふうに思います。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 よろしいですか。 

 じゃあ、黒石委員、お願いいたします。 

 

黒石委員 

 ご回答いただいた部分にまたかぶせてしまうんですけれども、私、東京都の中央卸売市場審議会委員もや

っていまして、東京都は１１市場のうち、豊洲、大田市場、食肉市場の３基幹市場は日本の基幹市場ですけ
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ど、その他の８つをどうしようかという議論をさんざんやっているんですね。 

 やっぱり時代は変わっていて、交通網も全然違うし、構造が変わってきています。あと、卸、仲卸、買参

という構造も疲弊してきています。 

 なので、食品流通というソフトインフラ、ハードインフラをどうもう一回再起するかというのが、この時

代における問題意識だと思うんですね。というのに、農水省を待っていても、動きません。なので、東京都

に動けとさんざん尻をたたいていますけれども動きません。ぜひ、川崎市に動いてほしいと期待しているん

ですけれども、北と南を持っていて、それぞれのこの新しい食インフラというものをどう確保しようかとい

う視点から、あと、不動産の有効活用という視点からもＰＦＩも従来型のＰＦＩでは全然大した事業者が集

まらないと思います。やっぱり、その辺をすごく攻める意識を持って、機能転換、構造変換を試行すること

によって、すごい可能性はあると思いますし、かつ、大事な食品蔵を守るという、そういう政策的な意義も

大きい話だと思いますので、老朽化してお金がないとか、そういう目先のしょうもない課題感じゃなくて、

その構造問題に切り込んでほしいというのが、私からの提議です。 

 以上です。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 これはなかなか難しい課題かなと思いますけれども、今いただいたご意見はかなり抜本的な構造改革を求

めるというようなご意見と理解しましたので、ぜひ所管にお伝えいただければと思います。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 

黒石委員 

 すみません、あと１件だけ言い忘れました。やっぱり物流２０２４年問題、これももう放置されて突入し

ているんで、物流の担い手不足問題も含めてやっぱりこのハードの在り方、ソフトの在り方を考え直さない

といけないという危機感を持って対応せねばならないので、やっぱり周りを見ていたり、国を待っていたり

しても、全然動きませんので、ぜひそこも見据えて先取りした攻めの施策を打ってほしいと思っています。 

 ごめんなさい、追加です。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 ほか、ご意見はよろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。 

 以上、７件、ご紹介いただきまして、ご意見や意見交換をさせていただきました。 

 まとめますと、これまで各委員の皆様からご意見をいただきましたので、それを踏まえて事務局の方で再

考していただきまして、各評価シートの記載内容や評価内容について、所管の部局ともご調整の上、修正を

お願いしたいと思います。 

 なお、次回の委員会では、出石委員からご意見をいただいた案件などについての審議や、今回出た意見を
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踏まえて、委員会における審議内容の全体総括を中心に行いたいと思います。 

 それでは、議題の３の（１）ですかね、こちらについては以上とさせていただきたいと思います。 

 それでは、次に、令和５年度出資法人「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」についてです。 

 本議題については、まず、事務局から資料４に基づき、取組評価の結果概要についてご説明いただいた上

で、委員の皆様に評価全般に関してご審議をいただきたいと思います。 

 その後、委員の皆様からご意見、ご質問をいただいておりますので、主だった項目について、資料６に基

づき、１件ずつ事務局から説明していただき、その都度、１件ずつ委員の皆さんにご審議いただくという形

で進めてまいりたいと思います。 

 なお、案件数は計５法人を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、資料４について事務局からご説明をお願いいたします。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、令和５年度出資法人「経営改善及び連携・活用に関する取組評価」の状況について、資料４で

ご説明させていただきます。よろしくお願いします。 

 １ページ目をご覧ください。初めに、資料上段にございますとおり、今回の取組評価は令和４年３月に策

定しました「経営改善及び連携・活用に関する方針」に基づく２年目の評価となるものでございまして、令

和４年度取組評価において、新型コロナウイルス感染症からの想定以上の回復状況により、変更した目標値

等を踏まえて取組を推進し、評価シートのＰＤＣＡサイクルを着実に回していくことにより、本市がこれま

で取り組んできた出資法人の効率化・経営健全化と連携・活用を図っていくことにつながっていくものでご

ざいます。 

 次に、お手数ではございますけど、８ページをご覧ください。 

 令和５年度取組評価の総括についてでございますが、資料下段の棒グラフにおいて、市による達成状況の

評価等を経年で示しており、資料上段では、令和５年度の取組評価の総括を行っております。 

 一つ目の本市施策推進に向けた事業取組についてでございますが、市による達成状況の評価が「Ａ、Ｂ又

はＣ」となったものが９５％、費用対効果の評価が「（１）又は（２）」となったものが約９５％と、目標値

の変更後においても、引き続き着実に取組を進め、成果を上げている取組が多くなった一方、達成状況の評

価が「Ｄ又はＥ」となったものが約５％、費用対効果の評価が「（３）又は（４）」となったものが約５％と、

コロナに起因する状況の変化などにより、目標未達となった課題のある取組も僅かに見られたところでござ

います。 

 上から二つ目の経営健全化に向けた取組について、市による達成状況の評価が「Ａ、Ｂ又はＣ」となった

ものが約９７％、「Ｄ又はＥ」となったものが約３％と本市施策推進に向けた事業取組と概ね同様の状況とな

っており、経営健全化が図られている一方、「Ｄ又はＥ」となったものが約３％と、課題のある取組も僅かに

見られたところでございます。 

 次に、３ポツ目の業務・組織に関する取組について、市による達成状況が「Ａ、Ｂ又はＣ」となったもの

が約９７％、「Ｄ又はＥ」となったものが約３％と概ね適正な状況を保持しています。 

 ４ポツ目の令和５年度取組評価の総括といたしまして、令和５年度については、令和４年度と同様、いず

れの取組においても一定以上の成果があり、今後も着実な取組の推進が期待されますが、コロナに起因する

状況の変化などにより、目標未達となった課題のある取組も僅かに見られていることから、本市施策への影

響等も適切に把握しながら、取り巻く状況の変化に的確に対応し、対策を講じるなど改善に向けた取組も求

められます。 

 また、今般の物価やエネルギー価格の高騰など、社会経済状況の変化に伴うリスクを的確に捉え、対応す

る支援も引き続き必要と考えております。 
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 なお、事前に委員の皆様にご説明を行った際、藏田委員から「目標未達となった取組が僅かであったとし

ても、例えば取組の事業規模等により、本市施策へ与える影響等も異なることが考えられるため、目標未達

となった取組の状況等を適切に把握することが必要」とのご意見を頂戴しましたので、こうした視点の必要

性も資料上段４ポツ目の総括のところに追記をさせていただいております。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 令和５年度評価結果を踏まえた今後の取組の方向性についてでございますが、先ほどの総括と同様に、資

料下段の棒グラフでは、今後の取組の方向性を経年でお示ししており、資料上段で評価結果を踏まえた今後

の取組の方向性をまとめております。 

 １ポツ目の今後の取組の方向性が「Ⅰ」となった約５７％、５２％、９１％の取組については、法人の自

立性を尊重しつつ、必要に応じて市と法人が連携を図りながら取組を進めていくことが必要と考えておりま

す。 

 ２ポツ目の今後の取組の方向性が「Ⅱ」となった左から約４３％、４８％、９％の取組については、要因

を分析し、法人自らが取組の改善策を講じるよう促すとともに、市としてもより緊密な連携を図っていくこ

とや、社会状況等の変化により、法人としての役割の整理等を実施していくことも求められると考えており

ます。 

 なお、三つ目の今後の取組の方向性が「Ⅱ」となったものの中には、社会経済状況の変化により、法人の

経営計画に変更があったものや、令和５年度取組評価の状況を踏まえ、一層の取組の推進を図るもの等があ

り、その場合には理由を明確にした上で、今回の評価に併せて目標値の変更を行うものといたします。 

 簡単ではございますが、資料の４の説明は以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、今、ご説明いただいた評価全般に関する内容について、委員の皆さんからご意見、ご質問等い

ただければと思います。いかがでしょうか。 

 先ほども触れていただきましたけれども、事前説明において藏田委員からご指摘を踏まえて、資料を一部

修正されているということです。藏田委員いかがでしょうか。 

 

藏田委員 

 よろしいかと思います。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 それでは、今、ご説明いただいたところで、これまで各委員からご意見をいただきまして、事務局でご説

明いただいた内容について全体としては評価がよい取組が多くなっているようでございます。 

 ただ、課題がある取組も幾つか見受けられるということですので、引き続き市と法人が連携し、課題や方

策を明確にした上で取組を進めていただければと思います。 

 それでは、続きまして、個別の評価に関する審議に移ります。 

 まず、資料６に基づき主立った項目について１法人ずつ事務局からご説明いただき、その都度１法人ずつ

委員の皆様からご意見、ご質問等をいただければと思います。 

 なお、案件数は計５法人分を予定しております。 

 それでは、１件目、川崎市スポーツ協会について、事務局からご説明をお願いいたします。 
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峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 それでは、資料６についてご説明をさせていただきます。 

 事前に委員の皆様にご確認いただきたい各法人の事業についてご意見を頂戴しまして、一覧表として、資

料６にまとめさせていただきました。 

 この資料６に基づきまして、本日は５法人８項目を中心にご意見等の内容と、それに対する考え方を説明

させていただきたいと思います。 

 なお、出石委員におかれましては、行革プログラムと同様に７月２５日の第２回の委員会において、ご審

議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、項番１、川崎スポーツ協会の収益性の確保についてでございますが、富士見公園運動施設管理の終

了や物価高騰による経費の増加などにより、経常収支比率等が目標値を下回ったことから、市による達成状

況の評価を「Ｃ」としております。 

 この課題に対し、富士見公園運動施設管理の終了などが影響をあたえているようだが、今後、等々力緑地

や富士見公園の再編整備によってどのような状況改善が見込まれるのかというご意見を頂戴しております。 

 これに対しまして、等々力緑地再編整備・運営等事業等はＰＦＩ事業として進められており、スポーツ協

会は、同事業を受託した構成企業には参加しておらず、施設完成後の管理運営等に参加することは難しく、

収益の改善につなげることは、この事業では困難な状況にございます。 

 経営健全化に向けては、経費や人件費の抑制を図り、好評な事業の拡大や料金設定の見直しの検討による

収支の改善に取り組んでまいりますとのことでございます。 

 事務局から説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 本法人については、内海委員からご質問を事前にいただいておりますので、もしご意見がございましたら

お願いいたします。 

 

内海委員 

 質問に書かせていただいたように、もともとは富士見公園運動施設であったり、等々力緑地であったりと

いうところで、この協会の業務というか、関連があったわけですけれども、それが整備になって今回も業務

がなくなるというようなことが起きているというふうに受け止めたんですけれども、したがって、その影響

があるというような内容でご説明があったというように思います。 

 しかし、それがなくなって今後、そういった施設を継続的に何らかの形で利用収益につなげていくような

ことができたらいいのではないかと思って、ご質問をさせていただいたんですけれども、こういった整備に

よって川崎市スポーツ協会というものが、実際に経営環境が変わってしまうというような実態が起こったと

いうようなことの認識でいいのかというのをもう一度確認させていただきたいのと、それを踏まえて今後ど

ういった改善、それを上回るような収益を上げるような事業が見込めていくのかどうかというようなことを

改めてちょっとお聞きできればと思います。 

 

伊藤会長 

 事務局、お願いいたします。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 
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 今回、ご質問にありますとおり、等々力と富士見の方での、やはり事業というのはなくなってしまって、

そこに入ることができなかったというところで、そういう意味では大きな収入減になっているところでござ

います。 

 一方で、やはりそれまでかかっていた人件費ですとか、そういったところ、要は富士見ですとか等々力に

人員を割いていたというところもございますので、そういったところの整理というところが、これからしっ

かりとやっていかなければいけないというところだと思ってございます。 

 あわせて、今、委員からは収益事業というんでしょうか、稼ぐところというところがどういったところが

あるかというところがいろいろといただきましたけれども、例えば今回の取組評価シートの方にも記載させ

ていただいてございますけれども、例えばスポーツフェスタですとか、こちらは市からの委託事業にはなっ

てしまっているんですけれども、そういった事業を委託で受けるですとか、そういった取組というのもさせ

ていただいているところでございます。 

 今後については、特にやはり入りの部分を増やして出る部分を減らしていくという当然のことだと思うん

ですけれども、こういったことをしっかりやっていくという中で、例えば大きなこの事業の柱になっている

のがかわさき多摩川マラソンになってございますので、こういったところの参加人数をしっかりと定員まで

持っていくですとか、あとは取組評価シートにも書いてございますけれども、将来的な多摩川マラソンの参

加費用、こちらの方を上げていくということも含めて検討しているというようなところでございます。 

 以上でございます。 

 

内海委員 

 ありがとうございます。 

 基本的には、そういった方向でなさるのが妥当なのかなと思いますけれども、Ｐａｒｋ－ＰＦＩによって

様々な用途で公園を使っていくと、当然その中にはスポーツも柱として位置づけられていて、そこで様々な

イベントなども行われるであろうということを想像するわけですので、そういった新しい整備、公園整備に

おいて、収益を上げるような可能性はないのかどうかというのは、今後も検討いただけたらいいのではない

かなとは思うんですけれども。 

 そのＰＦＩとの協定との関係なども含めて、そういったことが難しいというようなことがあるのか、ある

いはそういった可能性を見いだすことはあり得るのかというようなことはいかがですか。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ＰＦＩにつきましては、こちら考え方にも記載させていただいていますけれども、構成企業に入っていな

いということで、そういう意味では除外というんでしょうか、外に出てしまってはいるんですけれども、こ

の間、スポーツ協会で培ってきたノウハウですとか、あとは教室、スポーツ教室ですとかそういったところ

の民間企業さんの方も、しっかりとそういったところのノウハウを持っていらっしゃるというところではあ

って、競合して勝てるかというところもあるかと思いますけれども、地域との連携というところはしっかり

とやってきましたので、そういった部分の強みというのを出せるように、例えばちょっとそのＰＦＩの企業

体の中の教室を下請という言い方もちょっとあれですけれども、参画するだとかというようなＰＲですとか、

そういった営業活動も含めてしっかりやれるように所管を含めて、法人の方に伝えていきたいと思っていま

す。 

 

内海委員 

 はい、よろしくお願いいたします。 

 



- 26 - 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 藏田委員、お願いいたします。 

 

藏田委員 

 すごい重大な問題が起こりつつあるんじゃないかなと思うんですけど、こういう形でスポーツ団体、どち

らかというと公園緑地の方の関係でハードの方にどちらかというと意識があったんであれですけど、公園の

上に乗っている運営、スポーツのプログラムもＰＦＩの事業者さんなりが、ＰＦＩを含めて展開されていく

ということになると、そのソフトを担ってきたスポーツ協会さんの存在そのものが、多分よって立つところ

がなくなってしまうんじゃないかなという、今、岐路に立っている、非常に重要なポイントであったという

のを、今やり取りを聞いて思いました。 

 ご回答にあったとおり、それが教科書どおりの多分これまでの公園緑地の方もそうですし、様々な公益団

体、地域との関係もあって、広域的な活動を担ってきたのも事実だし、そこに価値化できる支援もあると思

いますけど、それが実際に稼ぐことができる人材がいるのか、仕組みがあるのか、そのマネジメントがある

のかというところが、この出資団体法人の改革の一番のポイントだと思います。 

 ですので、そこの部分を的確に光を当てた上で、組織、団体に対する公共的な役割を担う部分は公共財源

で構わないと思いますが、果たしてそれが残り得るのかですね。 

 あと、この対策として、今、ご回答も含めたものは多分、数字的に全く合っていないと思うんですよね。

なくなったものに対して、それを取り返そうと思うと、多分桁が違うぐらいの金額しかない、だとすると、

これはもうその段階である程度のマネジメント、経営判断をしていかないと、当然、雇用等もあろうと思い

ますので、早めに手を打たないと、より大きな後年度負担につながりかねないかなという意味で言うと、果

たして川崎市スポーツ協会さんが広域的な部分の役割として自立し得る覚悟がおありになるのかというとこ

ろ、それは稼ぐことも含めて、その辺りはしっかりと団体、協会さんのお考えもありますし、あと、それを

出資法人として関わるスポーツ部局としての政策や役割、デマケもあると思うので、その辺りちょっとしっ

かりと見られた方がいいんじゃないかな。 

 全く、多分失ったものに対するキャッチアップができる状況じゃないと思うので、早い段階でしっかりと

議論した上での見定めを、もしくはその時間、いつまでに結論を出すということを少なくともセットして議

論された方がいいかなというふうに思いました。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 事務局、いかがでしょうか。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 今、藏田委員からいただきましたご意見については、もうまさにそのとおりだなというところもございま

す。ただ、公園緑地協会とも同じような構造になっているというところも、そのとおりだなというふうに思

ってございますので、やっぱりしっかりと所管と法人とコミュニケーションを取りながら、方向性というと

ころと、存在意義というところを組み立てられるように整理してまいりたいと思ってございます。 
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伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 ぜひその点、ご検討いただければと思います。 

 

藏田委員 

 委員長、すみません、もう一回いいですか。 

 今のところの正確に議論を理解したいんですけど、所管課と法人の話合いをしてですけど、それをこの行

革のマネジメントとして、どう方向づけしていくのか、要はデータがあり、対策が出てきたものに対して、

それをどう判断していくのかというのは多分別のレイヤーで、まさにここで議論すべきところかなと思うの

で、もちろん、それはちゃんと出していただいたり、議論していただいたり、対策を出していただくのが、

今、書かれていると思うんですが、果たしてそれが本当に十分な、もしくはしっかりとした原因の究明と対

策になっているか、及びそれが実現できるかというのは、しっかりとやっぱり行革としては見ていかないと

いけないかな、その点は非常にそういう意味での早めの行革的な判断をする、少なくともお尻を決めて原課

なり、法人の方に検討させるというところが重要かなと思います。 

 その点はちょっとぜひ丁寧に見ていただいて、着実に進めていただければと思います。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 まさに、今言っていただいたように、その部分については我々の仕事だというふうに考えてございますの

で、しっかりと調整したものをどう整理していくかということを、我々の方でしっかりやらせていただきた

いと思います。ありがとうございます。 

 

五十嵐行政改革マネジメント推進室担当係長 

 補足的な部分でちょっと申し上げます。 

 この連携活用方針については、令和４年度から７年度、今現在の期間としておりまして、その次が令和８

年度がありますので、そういったところのスケジュール感も含めて、我々としてもしっかりそこはウオッチ

していきたいというふうに考えてございます。 

 

藏田委員 

 ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 

黒石委員 

 いいですか。黒石です。 

 今の議論、全く賛成なんですけど、そもそもこれ、施設管理運営事業がなくなっても、やれるかどうやる

かという存在意義のテイ、最低限必要なんだと思います。 

 今までは、そういうものに寄与して、依存して、本来の存在意義がちょっと緩んでいたんじゃないかなと

思うぐらいで、逆にそこは困ったんで、上の方の事業を非常に一生懸命やられているプラスの事業評価もあ

るみたいですが、だからやっぱり存在意義をもう一回、再構築して、どういう財源でどうするか。せっかく

公益財団法人なんですよね。寄附収入はどれぐらいものなんでしょうか。 
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北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 すみません、ちょっと寄附収入を今、調べますというか、あれですけれども、今おっしゃっていただいた

ように、本市施策連携に向けた事業取組については、例えば競技選手の育成強化ですとか、こういったもの

については結構いい数字、スコアが取れているというところで、やはりこれ、もともと各スポーツ団体さん

との連携だったり、そこを取りまとめて、指導者を育成するとかということも含めてしっかりやれていると

いうところがございますので、今言っていただいた元の本当のコアの部分と、あとは稼ぐ部分というところ

のバランスというのもあると思いますので、そういったところもしっかりと定めながらやりたいと思います。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 寄附の総額については、ちょっとまだ把握できていないんですが、昨年度、令和５年度でこういった各事

業を実施していく中で、取組に合わせて新規に２件増やしたりとかしていて、１００万円前後新規は増やし

ております。 

 

黒石委員 

 寄附金を。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 新規に。はい。 

 

黒石委員 

 そんなに取れていないんであれば、別に市が直営でやってもいいじゃないかというのもあるわけですよね。

だから、やっぱりこういうわざわざ出資法人つくってやっている存在意義ということがそちらにもありまし

たけれども、そこの見極めが必要だと思います。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、２件目に移らせていただきたいと思います。 

 川崎市民活動センターについて、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 次に、項番３番、かわさき市民活動センターの青少年健全育成事業についてでございますが、わくわくプ

ラザの登録率は目標値を下回ったものの、満足度等は目標値を達成したことから、市による達成状況の評価

を「Ｂ」としておりますが、令和６年度以降のわくわくプラザの指定管理における受託施設数が減少し、目

標値の変更を行うことから、今後の取組の方向性を「Ⅱ」としております。 

 この課題に対し、わくわくプラザを含め子どもの居場所が適切に確保されているかが重要だが、アンケー

トのうち、「活動内容は保護者に伝えられている」ことを肯定する回答がやや低い点が気になる。子どもの居

場所づくりに関する取組全体の中でのわくわくプラザの位置づけを意識しながら、内容の充実等に努める必

要があるのではないかとのご意見を頂戴しております。 
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 これに対し、青少年の心身の健全な育成を図るため、学校、家庭、地域、行政などと連携し、利用者のニ

ーズに寄り添いながら、子どもの成長を見守り、多世代交流の場づくりは大変重要と認識しています。 

 ご指摘のとおり、内容の充実は課題であると認識しておりますので、児童の安全な居場所として、入退室

情報が保護者へ伝達される入退室管理システムの導入を予定するなど、多種多様な事業展開による内容の充

実を図るとともに、地域の関係団体との協力を得る中で地域における認知度の向上に努めてまいりたいと考

えておりますとのことでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 こちらの法人につきましては、私から事前に質問をさせていただきました。 

 一般的に、この事業については、かなり満足度も高くて適切に行われているというふうに思うんですけれ

ども、ただ、どうも保護者があんまり活動内容を把握していない、７割近くは把握していますので、把握し

ていないわけじゃないんですけど、ほかの項目に比べると若干低くて、どうも中身はあんまり関係がないけ

れども、とにかく預かってくれるというので、そういう認識なのかなというふうに読めますので、そこの部

分をもう少し保護者等とのコミュニケーションをきちんと取るというようなことを常に求めたいということ

が質問の趣旨でございました。 

 回答については了解いたしました。 

 ほかの先生方、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして、３件目、川崎冷蔵について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 次に、２ページに参りまして、項番５、項番８、川崎冷蔵の冷蔵・冷凍保管業務事業と自立的・安定的な

経営の実施についてでございますが、冷蔵・冷凍保管業務事業は、北部市場における水産物部の取扱量の減

少などにより、一般保管取扱量などが目標値を下回ったことから、市による達成状況の評価を「Ｄ」として

おり、自立的・安定的な経営の実施も同様に、取扱量の減少などにより、主要な売上高が目標値を下回った

ことから、市による達成状況の評価を「Ｃ」としております。 

 この課題に対して項番５では、取扱量や売上高の減少等に対応する取組が改善策となっているかの疑問が

あり、減少分を取り戻すだけのより具体的な取組の記載が必要ではないか。また、北部市場の機能更新もあ

る中で、法人の在り方に関しても考えていく必要があるのではないかとのご意見を頂戴し、また、項番８で

は、今後も厳しい経営動向が予想される中、国際情勢の変化や物流２０２４問題などにも対応する必要があ

るが、中期経営計画の中で抜本的な対応策は計画されているのかとご意見を頂戴しております。 

 これに対し、項番５については、安定的な経営の実現に向け、当面は現行施設下において事業者への営業

活動を実施し、具体的な利用ニーズの掘り起こし、売上の確保の取組に努めるとともに、市場内の冷蔵・冷

凍設備が時代に合った規模・能力で整備される機能更新の動きに合わせて、効率的な業務体制を構築できる

よう、本市やＰＦＩ事業者と連携を図りながら取り組んでまいります。 

 また、項番８については、中期事業計画は、自立した経営の確保と場内外事業者への効果的な営業展開を

取組の方向性として、令和８年度末までの４か年の計画として令和５年３月に作成されたものです。 

 国際情勢をはじめとする計画策定後の状況変化に対しては、当面は現在の計画に基づき臨機応変に対応す

るとともに、機能更新の進捗状況を踏まえながら、必要に応じて計画の改定等の対応を検討していくことに
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なると考えています。 

 また、今後、電気料金の上昇に対応した利用料金の見直し等により、売上高の増加を図り、借入金を完済

して、安定的な経営環境の整備を進めていきますとのことでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 本法人については、藏田委員、黒石委員から事前の質問をいただいておりますので、ご意見等がございま

したらご発言をお願いいたします。 

 まず、藏田委員からお願いします。 

 

藏田委員 

 ありがとうございます。ご回答ありがとうございました。 

 ご回答が趣旨としては対策、私の意見の方向性が具体的な取組内容になっていて、それが、かつ、有効な

のかどうかというところが確認したかったところで、回答が安定的な経営実現に向け、売上確保に努めると

ともに時代に合った方針に合わせた効率的業務体制を構築という答えなんですけど、これがだから具体的な

というか、現実的な改善策になっているというのは、なっているんですかという、何かエビデンスというか、

数字というかはあるんでしょうか。これ以上もうないのか、あるのか、ちょっと教えてください。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 所管の方から聞き取りをした中では、冷凍・冷蔵保管事業の中で、場内外の事業者さんに広報等を行いま

して、下の項番６番のところにも記載がありますが、新たな冷凍・冷蔵設備の利用拡大につなげているとい

うのは現状としては、確認はしております。 

 

藏田委員 

 それに対する目標設定とか、どれくらいのバックアップを取り返していくのかということは数字的には管

理しているんですか。 

 

五十嵐行政改革マネジメント推進室担当係長 

 これをやることにというよりも、現状で一般保管取扱量の目標値ですとか、あるいは主要な売上高の目標

値というものを、この方針の中で掲げているという状況もありますので、そういった中になるべく近づけて

いくというところの取組の具体例として、今、項番６で申し上げたような新規の獲得ですとか、あるいは既

存の顧客の中の拡充といった部分もございますので、そういったところを踏まえて、まずは今ある目標値の

中に少しでも近づけていくというところの努力として、記載の方を書かせていただいたという趣旨でござい

ます。 

 

藏田委員 

 なるほど、分かりました。今のお答えを聞いてよく分かった。 

 やっぱり民間だと目標達成は絶対なので、ある面ではその達成することが必須な目標であるんですけど、

行政にとってみれば達成することを目指す目標なので、要はそういったようなことを具体的に取扱量の減少、

それに対する売上高の減少を補うために明確なちゃんとプランを立てて動いていかないと、それは達成しよ

うと思って努力していても達成はできないわけであって、その辺りをちゃんとグリップしないといけないん
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じゃないですか。 

 もちろん結果として、引上げができてよかったです。よかったですけど、それはちゃんと目標達成できる

ようなプランに基づいてやっているのかというところは、やっぱりしっかり見ていかないといけないと思う

ので、その辺りはしっかりと細かなところまで、対策のマネジメントまでしていかないと、対策しましたと

いうことではマネジメントにならないと思うので、ぜひそこまで追っかけていただければということでござ

います。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 ありがとうございます。 

 

藏田委員 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 黒石委員、いかがでしょうか。 

 

黒石委員 

 ごめんなさい。ベーシックな、この川崎冷蔵の市の出資割合は何％ですか。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 出資割合は、８割になります。 

 

黒石委員 

 じゃあ、完全に市がガバナンスを見ているんで、市の政策のために寄与させるというグリップはちゃんと

効いているんだと思うんですけど、今、藏田委員からもご指摘があったように、法人の事業性については、

とにかく頑張りますというご回答なんで、頑張って駄目ならまた考えますということなのかもしれませんけ

れども、グリップを持っているのは市なので、いたずらに先送りじゃない形で、ちゃんとマネジメントして

ほしいと思います。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 すみません、事務局ですけど、そういう意味では、この冷蔵・冷凍保管業務については、基本的には場内

事業者の北部市場での水産物部を取り扱うという部分がメインのところになってくるので、そういう意味で

は場外からの引込みを頑張るというところもあるんですけど、やはりそこに寄ってしまうところが結構ある

と思います。 

 ただ一方で、経営改善の部分ですとか、そういったものについては、やはり民間の会社、三セクとはいえ、

民間の会社になりますので、そこの部分はしっかりやっていかないといけない。 

 そういう意味では、今回少し書かせていただいてございますけれども、去年と今年でやはり大きい影響な

のが、取扱量が減るというのもそうなんですけれども、電気料金ですとか、物価高、この間もいろいろとご

指摘ですとかアドバイスいただいたかと思いますけれども、こういったところになりますので、そういった

ところをやはり連動させるような形で、ほかの法人ではもう既に連動させて、お客さんからしっかりいただ

いているというところはありますので、そこはしっかりと川崎冷蔵がかぶるんではなくて、そういったとこ
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ろをしっかり分担していくということも必要だと思っていますので、そういったこともやっていきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 よろしいでしょうか。 

 ほかの方からご意見はございますでしょうか。 

 それでは、今いただいたご意見をしっかり受け止めてご対応いただきたいと思います。 

 続きまして、４件目、川崎・横浜公害保健センターについて、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 次に、３ページに参りまして、項番９から１１、川崎・横浜公害保健センターの検査・検診事業と効率性

の高い業務運営・改善についてでございますが、検査・検診事業は、近隣の医療機関で検査を受ける事例が

増加したことなどにより、受診率が目標値を下回ったことから、市による達成状況の評価を「Ｄ」とし、効

率性の高い業務運営・改善については、主に減価償却費による資産の減少により、正味財産の額が目標値を

下回り、また、法人の収支不足に対し、補助金で対応していることなどを鑑みて、抜本的な経営改善の可能

性を検討する必要があることから、市による達成状況の評価を「Ｃ」としております。 

 この課題に対し、まず項番９では、１ポツ目で、近隣の医療機関での受診を希望する被認定者が増加し、

受診率が目標を下回っていることに表れているように、本事業は歴史的使命を終えつつあると判断すること

ができるのではないか、などのご意見を頂戴し、項番１０では２ポツ目で、法人の在り方に関しては、今後

の被認定者数の見込みや、法人における職員の人件費等について、中・長期的な視点で分析を行った上で検

討を行うことが必要であるなどのご意見を頂戴し、項番１１では、２ポツ目で、法人の存在意義や役割等の

変化は必ずしも悪いことではなく、好意的に捉えるべき部分をはっきりさせるべきであり、検討をいたずら

に先送りすることなく進めるべきなどのご意見を頂戴しております。 

 これらに対し、右に記載しておりますが、被認定者は徐々に減少傾向にあるものの、現在約１，０００人

おり、そのうち４０歳代、５０歳代が約５０％を占めることから、サービスを継続的かつ効果的に受けられ

ることが重要であると考えております。 

 また、昨年策定した川崎市アレルギー疾患対策推進方針のもと、幅広いアレルギー疾患に関して、総合的

な対策に向けて取組を進めていることから、こうした取組とセンターで実施する呼吸機能訓練等との整合を

図る必要があります。 

 議会からは、事業を担える医療機関等が増加し、相対的にセンターの専門性等が薄れていること、法人の

収支不足に対して、限りある基金を原資とした補助金で対応している状況などを鑑みて、在り方を含めて検

討するよう要請されたことに加え、今回いただいたご意見を踏まえ、本市施策との整合を図りつつ、横浜市

や法人などと協議を行いながら、様々な観点から総合的に検討を進めてまいりますとのことでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 本法人については、藏田委員、黒石委員から事前質問等をいただいておりますので、ご意見がございまし

たらご発言をお願いいたします。また、私からも意見を出しておりますので、後ほど発言させていただきた

いと思います。 

 まず、黒石委員、いかがでしょうか。 



- 33 - 

黒石委員 

 ご回答いただいたとおりでお願いしたいと思います。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 藏田委員、お願いいたします。 

 

藏田委員 

 総合的に検討されているということなんで、いつまでにどうするかというスケジュール感をセットしてい

ただいて、ご検討いただく必要があるかなと思っております。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 私も同じ意見でありまして、やはり法人の在り方自体を含めて検討するということが必要だと思いますの

で、きちんといつまでにどの方向性でいくのかというところを詰めてご検討いただきたいと思います。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 ありがとうございます。 

 今、期限を決めてというんですか、いつまでにどのような形でというご意見をいただいたと思ってござい

ます。 

 所管の方も、やはり収支、財務状況ですとか、やはりその事業の在り方というところについては、かなり

課題を持っているところでございますので、所管の方も法人と話をしながら、今の状況を総合的な分析の方

を始めさせていただいてございますので、一定ちょっとお時間をいただく形になると思いますけれども、改

めて皆様の方にご報告させていただきたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございます。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、最後５件目、公園緑地協会について、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

峯元行政改革マネジメント推進室担当係長 

 次に、４ページに参りまして、最後に項番１３番、川崎市公園緑地協会の運営の自立性の向上についてで

ございますが、市による達成状況の評価を「Ａ」としたものですが、等々力緑地再編整備事業の影響等を踏

まえた、今後の協会の在り方等を検討する必要があることから、今後の取組の方向性を「Ⅱ」としておりま

す。 

 この課題に対し、中間支援組織として協会が持つ地域とのつながりや専門知識はアドバンテージとしてい

るが、これだけでは協会を存続させる理由とはならず、今後、ほかの民間事業者の優位性や協会に代わり担

える部分が多く出てくると思われる。 
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 また、市からも一定財政支出があることから、協会を存続させることに対して、対外的な説明も含め相応

の覚悟が必要であり、仮に協会を存続させる方向であったとしても、行政として、協会の方向性等を具体的

に示していくことも必要ではないかとのご意見を頂戴しております。 

 これに対し、本市では、パークマネジメント推進方針を策定し、大規模公園を中心に民間事業者の持つア

イデアやノウハウの活用により、公園課題の解決につなげることとしていますが、規模の小さい公園につい

ては、様々な主体との協働の取組を進めることで、保全、利活用など様々な課題の解決を目指しており、大

規模公園とは別のアプローチを取っています。 

 協働の取組の担い手の中心は地域住民となりますが、協会が担ってきた地域住民との信頼関係は、民間事

業者にはない強みと考えています。一方で、公園管理の課題として地域住民の高齢化等があり、既存の地域

とのつながりだけでは、協働の取組を持続的なものとすることは困難であり、新たな協働の取組の担い手を

公園に呼び込み、管理運営につなげる施策が必要です。 

 この施策の推進には、公園の魅力発信、公園利用者間の活動を連携させることなど、これまでの協会の活

動の範囲を超えるものがあり、これらに対応するための体制をどのように構築するのか、法人自ら考え、示

す必要があると考えています。 

 また、令和５年度から経常損益が約４，０００万円の赤字となり、持続的な協会経営が困難な状況である

ことから、赤字解消に向けて、市からの財政支出のみによることなく、協会自らの経営努力により、改善す

る計画なしには協会存続の最終判断はできないと考えていますとのことでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 本法人につきましては、藏田委員ですかね。藏田委員に事前の質問をいただいておりますので、ご意見が

ございましたらよろしくお願いいたします。 

 

藏田委員 

 ありがとうございます。ご回答いただきましてありがとうございます。 

 喫緊の課題だと思います。もう方向としては、ＰＦＩ事業が終わるまで、コンセッションが終わるまで状

況は変わりませんので、なるべく早く対応をされることが必要かなと思っております。 

 それでは、先ほどのスポーツ協会と同じですけれども、資源、リソースがあることと、それを生かせるか

どうか、マネタイズできるかどうか、サービスにできるかどうかは別の能力なので、少なくとも、今、もち

ろん協会からの提案を待ちたいとは思うんですけど、それが仮にもっともらしいものであったとしても、多

分それをやる力量なり人材なりノウハウがあるかどうかというところをしっかりと見定める必要があって、

そこは、ある面ではマネジメントとして生かすということであれば、そういう部分の外部人材なり仕組みな

りをセットにしてやらないと、多分自力で自ら力を、解決するのはなかなか困難であるんじゃないかなと思

っておりますので、その辺りちょっと非常に重要な転換点に来ている。 

 それを残すのも政策的な判断でしょうし、残さないのもそうかもしれない、ぜひその部分はここに書いて

あるようなことも含めて、資源とか可能性価値は十分ある。ただそれを先ほどの例えば公益財団法人だから、

それをうまく活用しながら様々な寄附を稼いでいく、そのための寄附を、例えばこれ市民なんかもそうです

ね、地域の公園を愛する方々をボランティアだけじゃなくて、少しそういう意味ではクラウドファンディン

グでお金を集めていくようなことを仕掛けていけるかどうかというのはまた別の能力なので、その辺りはぜ

ひ。餅は餅屋だと思っています、公園を管理されている方とか、そういう公園を一つ核にしてつながってい

る地域の方々との関係性の価値を、ある面では残していく価値があるものだとすれば、ある面ではこの法人
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の在り方も含めてですけど、新しいちょっとイノベーションを起こさないとなかなか厳しいかなというふう

に思っております。 

 ぜひ、非常に重要なポイントだと思っていますので、しっかりとそういう外部的な手当ても含めて、少し

マネジメントとしてコミットする必要があるのかなというふうに、感じております。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 ほかにご意見はございますでしょうか。 

 内海委員、お願いいたします。 

 

内海委員 

 最近の都市における緑地に関する制度の動きとして、都市緑地保全法の一部改正に関する法律案というの

が出されまして、最近。具体的に様々な緑地に関する質と量を高めていくようなそういった法改正がなされ

ているんですけれども、その中で例えば指定法人が地方公共団体に代わって、緑地の改良や整備を行うよう

な制度を創設したりとか、財源的にすてきな形でそういった中間組織として活躍できるような場を提供する

ようなものをこれまで国交省の委員会で検討してきまして、法律化されているものも幾つかあります。 

 今後、こういった公園緑地協会と言われるような、これまで市民に対して緑地の質、それから量を管理し

たりであり、提供したりというような組織というのは、ますます重要になってくるのではないかというふう

に考えておりまして、そういった中で、自立的に補助していくような手だてもあり得るのではないかなと思

いますので、そういった今後の緑地に関する様々な制度も利用しつつ、後半にその市と共に進出できるよう

な方策をいろいろ模索していただければなというふうに思います。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 事務局の方から何かございますでしょうか。 

 

五十嵐行政改革マネジメント推進室担当係長 

 ありがとうございます。 

 まず、この協会がこちらの考え方にも記載させていただいたとおり、強みとしては、やはり長年培ってき

たという部分での地域の住民との信頼関係というところは一定アドバンテージとして考えているところでは

ございます。 

 一方で、説明もありましたけれども、この間、緑行政を取り巻く環境が状況の変化があるという中で、市

側でまさに今、新たな協働の担い手の確保に向けた取組の新たな施策の方を少し検討している状況でござい

ますので、そういった部分で、この協会が何を担えて、あるいは記載のあるとおり、現状で協会の活動範囲

を超えてくるという部分も出てくるかなというふうに思ってございますので、ご意見の中にもあったかと思

いますけれども、協会としてもそういった体制の見直しですとか、意識の変革みたいなところもしていかな

いと、やはりこういった新たな取組の中では対応できないという部分も、またＮＰＯ法人なんですとか、そ

ういったところも担い手としては当然想定されるかなと思ってございますので、協会の強みですとか、ある

いは弱みという部分もしっかりと所管もそうですし、あるいは我々行革としても、そういったところをこの

連携活用方針の中などにおいても、しっかりとウオッチしていきたいというふうに考えてございます。 
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 以上でございます。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 あと、補足でよろしいでしょうか。 

 

伊藤会長 

 はい、お願いします。 

 

北川行政改革マネジメント推進室担当課長 

 今、内海委員からも国の動向ですとか、緑地に対する重要性が非常に高まっているというお話もいただき

ました。当然、所管部局の方も、そういったところを専門にやっているところで承知はしているところなん

ですけれども、やはりまだそういった部分では、協会の使い方というんでしょうか、そういった部分につい

ては、まだアジャストしているところではございませんので、今いただきましたご意見ですとか、考え方も

しっかりとお伝えさせていただきながら協会の存在意義、あとは財務面でも当然、先行きはこのまま行くと

大変なことになってしまうというのは承知してございますので、そういった部分も併せて両面で、しっかり

と検討させていただきたいと思ってございます。 

 以上です。 

 

伊藤会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、以上で５件の検討を終えたということでよろしいですかね。 

 ありがとうございました。 

 こちらの法人の関係につきましても、皆様からのご意見をいただきましたので、事務局の方でご検討いた

だきまして、各評価シートの評価内容や記載内容について、適宜修正を行っていただければと思います。 

 特に法人の在り方、あるいは事業そのものの在り方についても抜本的に見直すべきではないかというご意

見もいただいたところですので、所管にもお伝えいただいた上で、さらに検討を進めていただきたいという

ふうに考えております。 

 なお、次回の委員会では出石委員からご意見をいただいた案件の審議、それから法人の財務状況、今回出

た意見を踏まえ、委員会における審議内容の全体総括を行いたいと考えております。 

 皆様よろしいでしょうか。 

 本日の議題は以上となりますので、本日は終了といたしまして、事務局に進行をお返ししたいと思います。 

 

窪田行政改革マネジメント推進室担当課長 

 皆様、長時間にわたりましてご審議いただきましてありがとうございました。 

 次回の第２回の委員会は、引き続き「行財政改革第３期プログラム、令和４・５年度の取組結果について」

及び「令和５年度出資法人「経営改善及び連携・活用に関する評価」について」の審議を予定しております。 

 今回、事務局の方から抽出した案件について、ご審議いただきましたけれども、次回、お時間が許す限り、

委員の方から気になる点がございましたらコメントいただければ幸いでございます。 

 また、行革プログラムの方につきましては、現在の３期プログラムが令和７年度、来年度までということ

で、今後また次期プログラムの策定に向けて動いていかなきゃいけないという中で、その次期プログラムの

方向性について、ぜひ皆様の忌憚のないご意見、新たに着目すべき視点ですとか、留意点ですとか、あるい

は現在のプログラムから見て、次はこうした方がいいといったような率直なご意見を伺える時間を少し設け
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させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次回は、７月２５日木曜日の１５時から開催させていただければと存じますので、どうぞ引き続きよろし

くお願い申し上げます。 

 それでは、以上をもちまして、令和６年度第１回川崎市行財政改革推進委員会を終了いたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 


